
 

 

道路占用標準図 
 

（令和３年９月１７日） 

 

 

座 間 市 道 路 課 



　※表層は標準品を基本とするが、再生材を利用する場合は十分に

施工管理を行い遺漏なきよう施工すること。

タックコート

土     再生アスファルト(安定処理)

被

り

ｍ

以

上

  ～30cm ※再生セメント・瀝青安定処理材は

前田道路の「マイルドベース」使用

入手困難な場合は、ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

の使用を可とする。

※路盤1層ごとの施工厚さ

路盤RM-40＝15cm以下

アスファルト（安定処理）＝10cｍ以下

再生セメント・瀝青安定処理

　　　　　　　 ＝10cm以下

路床RC-40等　＝20cm以下

※ 路盤先行は原則認めない。

※ 仮復旧は埋め戻し後即日施工し、

1週間以上置き20日以内に本復旧

すること

※ 表層の復旧幅は近く（距離２ｍ以内

の箇所）に絶縁線がある場合は

その絶縁線まで復旧すること。
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    アスファルト(密粒)t=5cm

    再生アスファルト(粗粒)t=5cm

1.8 W

掘削幅(W

  管防護t=10

座間市道標準構成図

掘削幅(W)
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C－４０ t=10cm

    アスファルト(密粒)t=5cm
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1.2

 再生アスファルト(粗粒)T=5cm

    アスファルト(密粒)t=5cm

路盤復旧幅(1.2W)

舗装復旧幅(２W)

コンクリート
t=15cm(曲げ45)

鉄鋼　6×150×150

上層路盤　再生セメント
・瀝青安定処理 t=27cm

1層当り10cm以下

    再生アスファルト(安定処理)
ｔ=10cm

ｔ＝１０ｃｍ

    アスファルト(密粒)t=5cm

    再生アスファルト(粗粒)T=5cm コンクリート
t=25cm(曲げ45)

鉄鋼　6×150×150
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(舗装厚20cm以上)
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(舗装厚20cm未満)
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　路盤復旧幅(1.2W)
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管防護
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※ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄは施工しない ※ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄは施工しない

    アスファルト(開粒)t=4cm

掘削幅（W）

座間市道標準構成図（歩道部・透水性舗装）

標準復旧断面図
普通車の場合 大型車の場合

切下げの場合

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

舗装復旧幅(２W)

    アスファルト(開粒)t=5cm     アスファルト(密粒)t=5cm

    再生アスファルト(粗粒)t=5cm

ﾀｯｸｺｰﾄ

1.2

路盤 RC-40 
t=10cm
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(砕石・砂等
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　路盤復旧幅(1.2W)

土
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以 t＝１０～３０ｃｍ

※ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄは施工しない ※ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄは施工しない

座間市道標準構成図（歩道部・平板（インターロッキング））

標準復旧断面図
切下げの場合

普通車の場合 大型車の場合

舗装復旧幅(２W)

ﾀｯｸｺｰﾄ

    平板ブロックt=6cm     アスファルト(開粒)t=5cm     アスファルト(密粒)t=5cm

    再生アスファルト(粗粒)t=5cm

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
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1.2

砂t=３cm

砕石
RC-40      

(砕石・砂等
の良質材)

山砂
RC-10

路盤 RC40
t=10cm

路盤
RC-40 
t=20cm

ﾌｨﾙﾀｰ層
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掘削幅（W）

アスファルト(再生密粒)t=4～
３cm

1.21.2

※ 仮復旧は現場確認を行い段差が生じないよう管理すること

座間市道仮復旧標準構成図（車道・歩道部）

C号 歩道

標準復旧断面図

A号・特A号・A１号・B号・ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
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RC-40      

(砕石・砂等
の良質材)

山砂
RC-10
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t=15cm

砕石
RC-40      

(砕石・砂等
の良質材)

山砂
RC-10

仮路盤
RC40

t=37～15cm



座間市１・２級幹線道路路面復旧標準平面図

掘削範囲

復旧範囲

ＬＣ

　　１　この図は１・２級幹線道路に適用する。
　　２　この図の寸法単位は「メートル」とする。
　　３　Ｌは道路中心を示す。
　　４　工事施工上これにより難いと認められる場合はこの限りでない。

Ｃ
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4.00～6.00

座間市道路占用位置標準図

0.70～1.200.50 0.70～1.200.50
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　東
（北）

　西
（南）

（１）下水道管、ガス管又は地下電線の標準配置
　１　この図は幅員４ｍ～６ｍの新設道路に適用する。
　２　この図の寸法単位は「メートル」とする。
　３　Ｌは道路中心を示す。
　４　工事施工上これにより難いと認められる場合はこの限りでない。

（２）下水道管、ガス管又は地下電線の頂部と路面との距離
道路法施行令によるものとする。

Ｃ



座間市道路占用掘削工事における路面復旧裁定基準 

（趣旨） 

第１条 この基準は、座間市の管理する道路における占用掘削工事について、路面復旧面積の裁

定方法を定めるものとする。 

 

（道路横断方向（取出しの場合は道路縦断方向）の復旧幅） 

第２条 道路横断方向（取出しの場合は縦断方向）の路盤復旧幅については、掘削幅の１．２倍

の幅とする。 

舗装復旧幅については、掘削幅の２．０倍の幅とする。幹線道路については、別紙の座間市１・

２級幹線道路路面復旧標準平面図とする。 

ただし、最小復旧幅は、１．０メートルとする。 

 

（道路縦断方向（取出しの場合は道路横断方向）の復旧幅） 

第３条 道路縦断方向（取出しの場合は道路横断方向）の路盤復旧幅については、最小０．３メ

ートルの影響を基点とし、舗装復旧幅については、つぎのとおりとする。 ただし、最小復旧

幅は、１．０メートルとする。 

影響分を考慮した舗装復旧範囲 復旧範囲 

道路現状幅員の２分の１を超える場合 全面復旧 

道路現状幅員の２分の１以下の場合 道路現況幅員の２分の１ 

歩 道 全面復旧 

コンクリート舗装 原則として版単位とする 

※ コンクリート平板及び特殊ブロックについては、破損していない物で、且つ、本市職員の

承認を得た場合は、再利用できるものとする。 

 ※歩道の復旧は透水性舗装を標準とする。 

 

 

 



（交差点内の復旧） 

第５条 交差点内の復旧については、隅切り部を含む区域の全面的な復旧を原則とするが、舗装

幅員の中心を基点に４分割に区分し、影響分を考慮した舗装復旧範囲がそれぞれの範囲内に収

まる場合は交差点の４分の１、収まらない場合は２分の１、４分の３若しくは全面復旧とする。 

（Ｔ字路の復旧） 

第６条 Ｔ字路内の復旧については、隅切り部を含む区域の全面的な復旧を原則とするが、舗装

幅員の中心を基点に４分割に区分し、影響分を考慮した舗装復旧範囲がそれぞれの範囲内に収

まる場合は交差点の４分の１、収まらない場合は２分の１、４分の３若しくは全面復旧とする。 

 

 

 

 

 

 

（交差点）            （Ｔ字路） 

（既存マンホール周辺の復旧） 

第７条 既存のマンホール端から、道路横断方向掘削ラインが0.7 メートル以内となる場合、又

は復旧ラインが0.3 メートル以内となる場合は、マンホール周囲を0.3 メートル幅の方形で取

り込んで復旧すること。ただし、固定蓋マンホール及び縦断掘削ラインにかかる部分はこの限

りでない。 

 

（路盤先行工法による復旧） 

第８条 原則路盤先行工法による復旧は認めていない。ただし次の条件を全て満たした場合、路

盤（瀝青安定処理部分は除く）先行工法による復旧ができるものとする。 

(1)アスファルト舗装であること。 

(2)掘削面積が３００平方メートル以上で、座間市土木工事施工管理基準書の品質管理基準及び

規格値に規定する締固め度が得られること。 

(3)周辺の舗装状況が良好であること。 

(4)工事完了後において沈下の有無の現地確認を行う体制が整っていること。 

(5)その他市長が指示した条件。 

Ｌ c 

Ｌ c 

Ｌ c 

Ｌ c 



 

（その他留意事項） 

第９条 次に該当する場合の復旧面積の算出については、第２条から第６条までの規定に加え、

次のとおりとする。 

(1) 復旧面積を算出した区域の周囲２メートル以内に既設カッター線及び絶縁線のある場合、

復旧区域に含め一括復旧すること。 

(2)競合工事等で複数の掘削箇所が隣接する場合で、その復旧区域間の延長が２メートル以内で

あるときは、競合工事で調整し復旧区域に含め一括復旧すること。 

 

（適用除外） 

第 10条 次に該当する場合はこの基準を適用せず、個別に復旧面積を算出するものとする。 

(1) この基準によらない方が路面の保全につながることが明らかな場合 

(2) この基準では十分な路面の保全ができないと道路管理者が判断した場合 

(3) 道路使用許可申請で特別な指導があった場合 

 

附 則 

この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和元年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



道路路面占用復旧図 
 
【路面復旧範囲】 幹線道路については、別紙の座間市１・２級幹線道路路面復旧標準平

面図とする。 
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全面復旧 

30cm 

 

復
旧

幅
W

×
２

 

掘
削

幅
W

 

30cm 

 

30cm 

 

復
旧

幅
W

×
２

 

復旧範囲が道路幅員の半面に収まる場合 

半面復旧 



【マンホールのある場】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※絶縁線が復旧範囲の２メートル以内にある場合は絶縁線まで復旧すること。 
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L2：70cm 以内 

L3：30cm 超 
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《座間市道占用工事の工事看板等について》 

座間市道占用工事の工事看板等は、道路利用者に重要な情報をわかりやすく提供した

ものを設置してください。 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年２月１日適用 

○○○○○○を

なおしています

平成○年○月○日まで

時間帯　9:00～17:00

ご迷惑をおかけします

舗装修繕工事
発注者　○○○○○○
　　　　○○○○
　　　　電話　○○○－○○○－○○○○

施工者　○○○○建設株式会社
　　　　電話　○○○－○○○－○○○○

 

【路上工事看板の例】 

何の工事を何の目的で実

施しているのか「工事内

容」をわかりやすく表示し

ます 

「工事期間」は、一目でわ

かるように、終了日のみ表

示し、枠囲みや大きな文字

で強調する。 

工事内容を簡潔に説明し

た「工事種別」を表示する。 

【工事情報看板の例】 【工事説明看板の例】 
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発注者　○○○○○○
　　　　○○○○
　　　　電話　○○○－○○○－○○○○

施工者　○○○○建設株式会社
　　　　電話　○○○－○○○－○○○○

○
○
○
○
○
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発注者　○○○○○○
　　　　○○○○
　　　　電話　○○○－○○○－○○○○

施工者　○○○○建設株式会社
　　　　電話　○○○－○○○－○○○○
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○
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※看板周囲に緩衝材（ソフトカバー）を設置する場合は看板の色調（青またはに白色） 

合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【迂回看板の例】 

現在地工事中通行止

まわり道４５０

１５０Ｍ先○○工事につき

まわり道をお廻りください

施工者　○○建設株式会

発注者　○○○○○○

Ｍ

 



座間市道路占用工事看板表示基準 

区分 主な工種 工事種別 工事目的（表示例） 

供給関連工事 電気工事 

新設（増設・取替・撤去）工

事 
電気工事 

電気設備の新設を行っています 

電気設備の取替を行っています 

電気設備の撤去を行っています 

支障移設工事 電気工事 電気設備の移設を行っています 

通信ケーブル関連工事 電気工事 電気通信ケーブルの敷設を行っています 

埋設物調査工事 電気工事 埋設物の調査を行っています 

緊急工事 電気工事 電気設備の緊急修理を行っています 

機械搬出入工事 電気工事 電気設備の機械を入れて（出して）います 

点検・補修工事 電気工事 電気設備の点検・修理を行っています 

無電柱工事 電気工事 電柱の撤去を行っています 

電
力
関
係 

舗装復旧工事 電気工事 電気設備の埋設跡の復旧を行っています 

供給関連工事 電話工事 

新設（増設・取替・撤去）工

事 
電話工事 

電話設備の新設を行っています 

電話設備の取替を行っています 

電話設備の撤去を行っています 

支障移設工事 電話工事 電話設備の移設を行っています 

通信ケーブル関連工事 電話工事 通信ケーブルの敷設を行っています 

埋設物調査工事 電話工事 埋設物の調査を行っています 

緊急工事 電話工事 電話設備の緊急修理を行っています 

機械搬出入工事 電話工事 電話設備の機械を入れて（出して）います 

点検・補修工事 電話工事 電話設備の点検・修理を行っています 

無電柱工事 電話工事 電柱の撤去を行っています 

舗装復旧工事 電話工事 電話設備の埋設跡の復旧を行っています 

電
話
・
電
気
通
信
関
係 

公衆電話BOX工事 電話工事 公衆電話ＢＯＸの【新設・撤去】を行っています 

供給関連工事 ガス工事 

新設（増設・取替・撤去）工

事 
ガス工事 

ガス管の新設を行っています 

ガス管の取替を行っています 

ガス管の撤去を行っています 

修繕・補修工事 ガス工事 ガス管の修理を行っています 

支障移設工事 ガス工事 ガス管の移設を行っています 

埋設物調査工事 ガス工事 埋設物の調査を行っています 

緊急工事 ガス工事 ガス漏れのため緊急修理を行っています 

点検・補修工事 ガス工事 ガス管の点検・修理を行っています 

ガ
ス
関
係 

道路復旧工事 ガス工事 ガス管の埋設跡の復旧工事を行っています 

供給関連工事 水道工事 

新設（増設・取替・撤去）工

事 
水道工事 

水道管の新設を行っています 

水道管の取替を行っています 

水道管の撤去を行っています 

修繕・補修工事 水道工事 

配水管工事 水道工事 
水道管の修理を行っています 

支障移設工事 水道工事 水道管の移設を行っています 

埋設物調査工事 水道工事 埋設物の調査を行っています 

緊急工事 水道工事 緊急で水道管の水漏れを直しています 

点検・補修工事 水道工事 水道管の点検・修理を行っています 

水
道
関
係 

舗装復旧工事 水道工事 水道管の埋設跡の復旧を行っています 

新設（増設・取替・撤去）工

事 
下水道工事 

下水道管の新設を行っています 

下水道管の取替を行っています 

下水道管の撤去を行っています 

（浸水対策・耐震）工事 下水道工事 
下水道管の浸水対策を行っています 

下水道管の耐震化を行っています 

修繕・補修工事 下水道工事 下水道管の修理を行っています 

支障移設工事 下水道工事 下水道管の移設を行っています 

埋設物調査工事 下水道工事 埋設物の調査を行っています 

緊急工事 下水道工事 下水道管の緊急修理を行っています 

点検・補修工事 下水道工事 下水道管の点検・修理を行っています 

下
水
道
関
係 

舗装復旧工事 下水道工事 下水道管の埋設跡の復旧を行っています 
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